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性同一性障害のタクシー乗務員が化粧をして業務を行ったことを理由とする就労拒否の合理性
（淀川交通（仮処分）事件）

～大阪地裁令和２年７月２０日判決～

事案の概要Ⅰ

　　本件は、性同一性障害の診断を受けたタクシー乗務員であるＸが、雇用主であるＹ社に対して、化粧をして業務を行っていたことを理由と

　して不当な就労拒否がなされたとして、民法５３６条２項に基づいて、就労できなかった期間について、賃金仮払いの仮処分を求めた事案で

　す。

＜前提となる事実関係＞

　⑴　Ｙ社は、大阪市内を主要営業区域とした一般乗務旅客自動車運送事業を営むタクシー会社です。

　⑵　Ｘは、平成３０年１１月１２日にＹ社との間で、期間の定めのない労働契約を締結し、同日以降、タクシー乗務員として勤務してきました。

　⑶　Ｘは、医師により性同一性障害との診断を受けており、生物学的性別は男性であるが、性自認は女性です。そのため、Ｘは、ホルモン療

　　法の施行を受けつつ、化粧をして、女性的な衣類を着用するなど、社会生活全般を女性として過ごしており、タクシー乗務員として勤務中も、

　　顔に化粧を施していました。

　⑷　Ｙ社は、令和２年２月７日に、男性の乗客からＸに男性器をなめられそうになったとの苦情（以下、「本件苦情」という。）を受け、同日、

　　Ｘを呼び出して、面談（以下、「本件面談」という。）を行いました。もっとも、この事実をＸは否定しており、本件苦情の内容が真実で

　　あると認めるに足る証拠はありません。また、本件面談において、面談担当者は、本件面談以降のＸの行動いかんにかかわらず、タクシー

　　乗務させることができないと告げ、退職の示唆まで行いました。

　⑸　Ｘは、令和２年２月７日以降、Ｙ社において業務に従事しませんでした。

　⑹　Ｙ社の就業規則には、「身だしなみについては、常に清潔に保つことを基本とし、接客業の従業員として旅客その他の人に不快感や違和

　　感を与えるものとしないこと」という規定（以下、「本件身だしなみ規定」という。）が存在しており、正当な理由なく業務上の指示に従

　　わなかった場合や素行不良で著しく会社内の秩序を乱したとき等に出勤停止等の措置がとれる旨の規定も存在しています。なお、Ｙ社にお

　　いては、女性乗務員が顔に化粧をして乗務を行うことは、本件身だしなみ規定に反するものとは考えていません。

争点Ⅱ
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　　Ⅹが化粧をして乗務を行うことを理由とする就労拒否が不当な就労拒否と主張したのに対して、Ｙ社の帰責性が認められるかが問題となり

　ました。

　　Ｙ社は、男性乗務員が化粧をした場合、不快感や違和感を抱く乗客が多くならざるを得ないことからすると、男性乗務員の化粧を禁止する

　ことには十分な合理性があること、また、Ｘが濃い化粧をして乗務を行うことは、本件身だしなみ規定等に違反する行為であると主張しまし

　た。

判決のポイントⅢ

　　裁判所は、本件身だしなみ規定の規定目的自体は正当性がある（有効である）としつつも、「業務中の従業員の身だしなみに対する制約は、

　無制限に許容されるものではなく、業務上の必要性に基づく、合理的な内容の限度に止めなければならない」としてその範囲を限定する必要

　があるとしました。
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本ニューズレター及び弁護士法人ALGからのリーガルサービスに関する情報（セミナー情報、法律相談に関する情報等を含みます。）をご希望される方は次のメー
ルアドレスに会社名、業種、氏名、役職、部署、電話番号及び配信希望先メールアドレスを記入したメールをお送りください。
弁護士法人 ALG は、本ニューズレター配信のために取得した個人情報について、弁護士法人 ALG からの各種ニューズレターの送信並びに各種リーガルサービ
スの紹介及び提供を行うために必要な範囲で利用させて頂きます。
なお、当該情報送信は、予告なく変更及び中止される場合があることをご了承ください。
■ 配信希望メールアドレス roumu＠avance-lg.com

本ニューズレターは、具体的な案件についての法的助言を行うものではなく、一般的な情報提供を目的とするものです。
本ニューズレターに関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

（東京弁護士会所属）
東京法律事務所 〒163-1128  東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー 28F　　【連絡先】 TEL.03-4577-0757　FAX.03-5909-2454

各法律事務所 宇都宮・埼玉・千葉・横浜・名古屋・大阪・神戸・姫路・福岡・バンコク（タイ）
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執筆弁護士

企業法務及び労働法務全般企業法務及び労働法務全般

Isao Ienaga
執行役員・弁護士　家永 勲

（神戸法律事務所所属）

本事例からみる実務における留意事項Ⅳ

⑴　性的マイノリティ当事者の差別等の解消措置について

　　性同一性障害に関しては、平成１５年３月７日に性同一性障害特別法が成立しており、同年７月１６日に施行されています。性同一性障害

　の労働問題を具体化した法規制は現時点では存在しないものの、労働契約法５条に定められている職場環境配慮義務等を介して不当な差別が

　なされないよう調整がされています。具体例としては、性自認の性別に合致したトイレや更衣室の利用を可能にすることや、性自認や性指向

　を揶揄するハラスメントの防止等が挙げられます。

　　また、近年では、パートナーシップ宣誓制度等、性的マイノリティに対する差別や偏見の解消措置が活発になっており、性自認や性指向を

　理由とする差別は、重大な人権問題であるとの意識が社会に浸透しつつあります。

⑵　本事例及び関連判例を踏まえての留意点

　　本件に関連して、性同一性障害と診断された国家公務員であるＢに対して（性自認は女性）、Ｂの執務場所の室長であるＣが「なかなか手術

　を受けないんだったら、もう男に戻ってはどうか」という趣旨の発言をしたこと等について国家賠償法上の違法行為を認め、慰謝料の請求を

　認容した国・人事院（経産省職員）事件（東京地判令元．１２．１２労判１２２３号）が存在します。

　　また、性同一性障害と診断されたＡ（性自認は女性）が、女性の服装等をして出社を続けたことを理由に、懲戒解雇された事案について、「女

　性の容姿をして就労することを認め、これに伴う配慮をしてほしいと求めることは、相応の理由がある」として、会社の業務遂行において、

　著しく支障を来すと認めるに足りる疎明はないとして、懲戒解雇は相当でないと判示した性同一性障害者解雇事件（東京地決平成１４．６．

　２０労判８３０号）があります。この決定は、性同一性障害者である従業員に対する企業側の職場環境に関する一定の配慮義務を明示的に認

　めたものと言われています。

　　本判決及び上記判決等は、性的マイノリティへの理解がより浸透する社会の中で、性同一性障害者への不合理な差別や職場環境の配慮義務

　違反が認められる場合には、違法性や懲戒等の無効が認められる可能性が高まっていることを示唆しており、使用者は性同一性障害等性的マ

　イノリティについての理解を深める必要があるといえます。

Yuki Kinoshita
弁護士　木下 由貴

　　さらに、「男性乗務員が化粧をして乗務したことをもって、本件身だしなみ規定に違反したものと取り扱うことは、Ｙ社が、女性乗務員に対

　して化粧を施した上で乗務することを許容している…以上、乗務員の性別に基づいて異なる取扱いをするものであるから、その必要性や合理

　性は慎重に検討する必要がある」として、合理性の判断を慎重に行う姿勢を示しました。

　　そのうえで、本件について、「サービス業において、客に不快感を与えないとの観点から、男性のみに対し、業務中に化粧を禁止すること自体、

　直ちに必要性や合理性が否定されるものとはいえない」として、全ての男性に対して化粧を認める必要性や合理性があるとは認めていません

　が、「Ｘは、医師から性同一性障害であるとの診断を受け、…性自認が女性という人格である…ところ、そうした人格にとっては、性同一性

　障害を抱える者の臨床的特徴…に表れているように、外見を可能な限り性自認上の性別である女性に近づけ、女性として社会生活を送ること

　は、自然かつ当然の欲求であ」り、性同一性障害であるＸについては、「女性乗務員と同等に化粧を施すことを認める必要性がある」としました。

　　そして、「今日の社会において、乗客の多くが、性同一性障害を抱える者に対して不寛容であるとは限らず、Ｙ社が性の多様性を尊重しよう

　とする姿勢を取った場合に、その結果として、乗客から苦情が多く寄せられ、乗客が減少し、経済的損失などの不利益を被るとも限ら」ず、「会

　社が、Ｘに対し、化粧の程度が女性乗務員と同程度であるか否かといった点を問題とすることなく、化粧を施した上での乗務を禁止したこと

　及び禁止に対する違反を理由として就労を拒否したことについては、必要性も合理性も認めることはできない」と判示して、Ｙ社の帰責性を

　認めました。

厚労省からの通達や最高裁の判例を掲載していますので、是非ご覧ください。


